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●横浜憲兵隊の創設 ●横浜のマッカーサー

一
、
宮
川
町
三
丁
目
七
〇
番
地

毎
週
末
、
野
毛
坂
周
辺
は
競
馬
を
楽
し
む

人
々
で
大
い
に
賑
わ
い
、
Ｊ
Ｒ
桜
木
町
駅
や

京
急
日
ノ
出
町
駅
か
ら
は
野
毛
坂
方
面
に
む

か
う
人
の
波
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
人
の
流

れ
を
形
成
す
る
要
因
の
一
つ
に
宮
川
町
三
丁

目
七
〇
番
地
に
所
在
す
る
J
R
A
ウ
ィ
ン

ズ
横
浜
Ａ
館（
場
外
勝
馬
投
票
券
発
売
所
）

の
存
在
が
あ
る
。現
在
、そ
の
土
地
は
人
々
に

娯
楽
を
提
供
す
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
が
、

戦
前
、
そ
こ
に
は
横
浜
の
治
安
維
持
を
担
う

「
横
浜
憲
兵
隊
」
の
庁
舎
が
存
在
し
、
市
民

の
生
活
に
様
々
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

憲
兵
と
は
、
軍
隊
の
秩
序
維
持
を
主
任
務

と
す
る
将
兵
の
こ
と
で
、
軍
隊
内
部
の
「
警

察
官
」
で
あ
っ
た
。
創
設
当
初
は
一
般
軍
人

の
犯
罪
捜
査
や
軍
機
維
持
、
思
想
統
制
等
に

あ
た
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
一
般
人
に
対
し

て
も
権
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
、
昭
和
戦

時
期
は
公
安
対
策
や
思
想
弾
圧
、
防
諜
等
に

力
を
発
揮
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

憲
兵
に
対
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
良
い

も
の
で
な
く
、
そ
れ
故
か
、
横
浜
憲
兵
隊
に

つ
い
て
も
関
心
は
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
横
浜
憲
兵
隊
は
昭
和
戦
前
期
に
市

内
に
存
在
し
た
数
少
な
い
軍
事
施
設
の
一
つ

で
あ
り
、
憲
兵
は
昭
和
戦
前
期
か
ら
戦
時
期

に
至
る
横
浜
市
民
と
軍
隊
の
関
係
を
考
え
る

上
で
外
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
憲
兵
制
度
に
関
係
す
る

法
令
や
歴
史
資
料
を
整
理
し
つ
つ
、
宮
川
町

三
丁
目
に
横
浜
憲
兵
隊
が
設
置
さ
れ
る
過
程

を
追
い
か
け
て
み
た
い
。
な
お
、
憲
兵
の
部

隊
は
全
国
の
憲
兵
を
統
轄
す
る
憲
兵
司
令
部

以
下
、
憲
兵
隊

—

憲
兵
分
隊

—

屯
所
も
し
く

は
分
遣
所
の
規
模
で
編
成
さ
れ
て
い
た
。

二
、
明
治
期
の
横
浜
と
憲
兵

一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
一
月
一
四
日
、

太
政
官
達
第
四
号
で
陸
軍
部
内
に
憲
兵
が
設

置
さ
れ
、
三
月
一
一
日
の
憲
兵
条
例
制
定
に

よ
っ
て
憲
兵
制
度
が
規
定
さ
れ
る
。
同
条
例

第
一
条
に
は
、「
凡
ソ
憲
兵
ハ
陸
軍
兵
科
ノ

一
部
ニ
位
シ
巡
按
検
察
ノ
事
ヲ
掌
リ
軍
人
ノ

非
違
ヲ
視
察
シ
行
政
警
察
及
ヒ
司
法
警
察
ノ

事
ヲ
兼
ネ
内
務
海
軍
司
法
ノ
三
省
ニ
兼
隷
シ

テ
国
内
ノ
安
寧
ヲ
掌
ル
」
と
憲
兵
の
任
務
が

定
め
ら
れ
、
憲
兵
は
陸
軍
省
に
属
し
つ
つ
も
、

海
軍
省
や
内
務
省
、
司
法
省
の
指
揮
を
受
け

た
。
そ
れ
と
同
時
に
東
京
憲
兵
隊
も
創
設
さ

れ
、
一
〇
月
一
五
日
よ
り
本
格
的
な
勤
務
を

開
始
す
る
。
以
後
、
仙
台
、
大
阪
、
名
古
屋
、

広
島
、
熊
本
な
ど
鎮
台
所
在
地
を
中
心
に
憲

兵
の
部
隊
が
整
備
さ
れ
、
軍
人
の
犯
罪
や
民

衆
の
暴
動
に
対
処
し
て
い
く
。

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
八
月
三
日
、

海
軍
軍
人
を
取
締
る
た
め
、
東
京
憲
兵
隊
か

ら
士
官
一
人
、
書
記
一
人
、
憲
兵
二
五
人
が

横
須
賀
に
派
遣
さ
れ
、
三
浦
郡
豊
島
村
深
田

に
屯
所
を
設
け
る
。
翌
年
八
月
一
日
、
そ
の

派
遣
隊
は
神
奈
川
憲
兵
隊
に
発
展
し
、
横
須

賀
町
の
本
部
・
屯
所
の
他
、
三
浦
郡
内
に
三

つ
の
屯
所
（
浦
賀
町
・

浦
郷
村
・
豊
島
村
）

を
置
い
て
軍
人
の
秩

序
維
持
に
努
め
た
。

こ
の
よ
う
に
神
奈
川

県
に
お
い
て
は
海
軍

の
拠
点
で
あ
る
横
須

賀
に
最
初
の
憲
兵
隊

が
置
か
れ
た
。
そ
の

後
、
憲
兵
の
数
は
増

加
し
、
横
浜
に
も
屯

所
が
開
設
さ
れ
る
。

一
八
九
五
（
明
治

二
八
）
年
七
月
一
二

日
、
憲
兵
隊
の
編
制

が
改
正
さ
れ
る
と
、

神
奈
川
憲
兵
隊
は
東

京
憲
兵
隊
と
合
併
し

て
第
一
憲
兵
隊
と
な

る
。
そ
し
て
、
そ

の
下
に
神
奈
川
県
を

管
轄
す
る
神
奈
川
憲

兵
分
隊
が
新
設
さ
れ
、
一
八
九
六
（
明
治

二
九
）
年
五
月
一
九
日
以
降
、
横
浜
市
日
ノ

出
町
三
丁
目
を
本
部
と
し
て
業
務
を
行
う
。

同
分
隊
は
横
須
賀
方
面
の
屯
所
に
加
え
、
藤

沢
町
や
神
奈
川
町
、
扇
町
な
ど
新
設
の
屯
所

も
管
轄
下
に
置
き
、
横
浜
市
が
神
奈
川
県
に

お
け
る
憲
兵
行
政
の
中
心
と
な
っ
た
。

そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
横
浜
の
有
力
者

は
軍
隊
（
憲
兵
）
と
の
接
近
を
試
み
た
よ
う

で
あ
る
。
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
四
月
、

元
浜
町
二
丁
目
在
住
の
製
茶
貿
易
商
・
大
谷

嘉
兵
衛
は
富
士
見
町
一
丁
目
の
土
地
を
神
奈

横
浜
憲
兵
隊
の
創
設

ＪＲＡウィンズ横浜Ａ館（２０１０年７月１５日、吉田撮影）

宮川町３丁目・横浜憲兵隊の所在地（「横浜市土地宝典　中区之部」１９３０年より作成）
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川
憲
兵
分
隊
の
敷
地
と
し
て
献
納
し
た
い
旨

を
神
奈
川
県
知
事
に
申
請
す
る
。
そ
れ
を
受

け
、
臨
時
陸
軍
建
築
部
が
調
査
し
た
結
果
、

屯
所
と
し
て
適
当
だ
っ
た
の
で
、
陸
軍
省
は

大
谷
の
申
請
を
受
理
し
、
憲
兵
隊
の
施
設
建

設
を
進
め
る
（「
憲
兵
屯
所
敷
地
献
納
ノ
件
」、

『
明
治
三
十
年
六
月　

壹
大
日
記
』
所
収
、

防
衛
研
究
所
図
書
館
所
蔵
）。
一
八
九
八
（
明

治
三
一
）
年
六
月
一
八
日
、
横
浜
市
の
南

東
部
を
管
轄
す
る
扇
町
屯
所
が
そ
こ
に
移
転

し
、「
横
浜
市
富
士
見
町
屯
所
」
と
改
称
し

て
業
務
を
続
け
た
。

日
清
戦
後
、
陸
海
軍
の
軍
拡
が
進
展
す
る

な
か
、
同
年
一
二
月
一
日
に
憲
兵
隊
の
編
制

も
大
き
く
変
わ
り
、
憲
兵
分
隊
や
屯
所
の
統

廃
合
が
進
む
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
奈
川
憲
兵

分
隊
は
廃
止
さ
れ
、
横
須
賀
方
面
の
屯
所

は
新
設
の
横
須
賀
憲
兵
分
隊
の
管
轄
下
に
入

る
。
一
方
、
横
浜
は
東
京
憲
兵
分
隊
の
管
轄

下
に
入
り
、
富
士
見
町
屯
所
以

外
の
施
設
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
横
浜
の
軍

事
的
な
位
置
が
低
下
し
た
こ
と

が
窺
え
る
。
さ
ら
に
一
九
〇
一

（
明
治
三
四
）
年
四
月
一
日
に

神
奈
川
県
全
域
が
横
須
賀
憲
兵

分
隊
の
管
轄
に
な
る
と
、
富

士
見
町
屯
所
も
そ
の
指
揮
下
に

入
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
神
奈
川
県

の
憲
兵
行
政
の
中
心
は
再
び
横

須
賀
に
戻
る
が
、
そ
の
二
年
後

の
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年

三
月
二
七
日
に
は
富
士
見
町
に

横
浜
憲
兵
分
隊
が
開
設
さ
れ
る
。
同
分
隊
は

第
一
憲
兵
隊
（
東
京
）
の
指
揮
下
、
横
浜
市
、

橘
樹
郡
、
都
筑
郡
、
久
良
岐
郡
を
管
轄
区
域

と
し
、
日
露
講
和
条
約
反
対
運
動
な
ど
で
力

を
発
揮
し
た
。

三
、
関
東
大
震
災

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
一
二
月
一
八
日
、

憲
兵
隊
配
置
及
憲
兵
分
隊
管
区
表
改
正
（
陸

軍
省
令
第
一
六
号
）
に
よ
っ
て
渋
谷
憲
兵
分

隊
が
新
設
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
横
浜
憲
兵

分
隊
は
廃
止
さ
れ
、
横
浜
市
・
橘
樹
郡
・
都

筑
郡
は
渋
谷
憲
兵
分
隊
の
管
轄
下
に
入
っ
た
。

そ
の
理
由
に
つ
い
て
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
田

崎
治
久
編
『
日
本
之
憲
兵
』
は
、「
横
浜
憲
兵

分
隊
ヲ
撤
廃
シ
タ
ル
ハ
従
来
ノ
実
験
上
設
置

ノ
要
少
キ
ト
東
京
ト
ノ
交
通
便
ナ
ル
ヲ
以
テ

之
ヲ
徹
シ
渋
谷
憲
兵
分
隊
ヲ
シ
テ
其
警
察
務

ヲ
掌
ラ
シ
ム
」と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
市
内
の
軍
事
施
設
は
す
べ
て
撤
退
す
る
。

し
か
し
、
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
九
月

一
日
の
関
東
大
震
災
で
横
浜
の
治
安
が
悪
化
す

る
と
、
再
び
横
浜
に
軍
隊
が
進
出
し
て
く
る
。

九
月
三
日
、
神
奈
川
県
に
も
戒
厳
令
の
一
部
が

適
用
さ
れ
、
東
京
か
ら
陸
軍
部
隊
が
来
援
、
治

安
維
持
や
罹
災
者
の
救
護
に
あ
た
っ
た
。
憲
兵

も
少
数
派
遣
さ
れ
た
が
、
目
立
っ
た
活
動
は
で

き
ず
、
治
安
維
持
は
派
遣
人
員
の
多
い
歩
兵
や

騎
兵
が
主
に
担
っ
た
。
だ
が
、
罹
災
地
の
治
安

が
安
定
し
て
く
る
と
、
陸
軍
中
央
は
派
遣
部
隊

の
訓
練
や
警
察
の
権
限
、
戒
厳
令
の
適
用
解
除

を
考
慮
し
、
派
遣
部
隊
の
縮
小
と
憲
兵
の
増
員

を
図
る
。

一
〇
月
初
旬
、
臨
時
に
憲
兵
を
増
員
す
る

方
針
が
定
め
ら
れ
、
一
〇
月
一
三
日
の
『
横
浜

市
日
報
』
は
、「
十
一
日
以

来
憲
兵
隊
は
更
に
今
日
ま

で
の
七
倍
の
兵
力
を
増
加

さ
れ
て
一
層
警
察
方
面
と

連
携
す
る
こ
と
ゝ
な
っ
た
」

と
報
じ
た
。
ま
た
、
一
〇

月
一
七
日
に
は
横
浜
憲
兵

隊
（
隊
長
・
千
々
和
種
助

少
佐
）
の
創
設
と
市
内
各

所
の
憲
兵
施
設
の
所
在
状

況
を
伝
え
て
い
る
（【
表

一
】）。
一
〇
月
二
五
日
に

は
、
臨
時
増
設
憲
兵
隊
の

管
区
表
な
ど
が
定
め
ら
れ
、

横
浜
憲
兵
隊
の
編
成
は【
表

二
】の
通
り
と
な
っ
た
。【
表

一
】
と
【
表
二
】
を
比
較

す
る
と
、
部
隊
の
位
置
が

動
い
て
い
る
の
で
、
一
〇

月
中
に
駐
在
す
る
施
設
の

建
設
が
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
一
〇
月
二
七
日

に
は
、
鶴
見
分
駐
所
（
橘

樹
郡
鶴
見
町
鶴
見
八
五
七

番
地
）
も
開
設
さ
れ
、
七

名
の
憲
兵
が
配
置
さ
れ
た
。

【表１】横浜憲兵隊の所在地
部隊名 所在地

横浜憲兵隊（本部） 横浜市青木町桐畑 537 番地

神奈川憲兵分隊 横浜市神奈川町幸ヶ谷 919 番地

東神奈川分遣所 横浜市神奈川町浦島 144 番地

横浜駅分遣所 横浜駅路上

保土ヶ谷分遣所 橘樹郡保土ヶ谷町帷子 3284 番地

横浜憲兵分隊 横浜市青木町上台 79 番地

日本橋分遣所 横浜市南吉田町南太田尋常小学校

戸部町分遣所 横浜市伊勢町 2 丁目奨兵義会跡

御産宮分遣所 横浜市蒔田町 898 番地

根岸憲兵分隊 横浜市中村町 1400 番地

前田橋分遣所 横浜市山元町 29 番地

本牧分遣所 横浜市本牧町牛込 4647 番地

堀之内分遣所 横浜市根岸町坂下 664 番地

※「新たに編成の横浜憲兵隊」（『横浜市日報』1923 年 10 月 17 日）より作成。

【表 2】横浜憲兵隊の編成と管轄区域
部隊名 所在地 人員 馬 管轄区域

横浜憲兵隊（本部） 横浜市花園橋通 15 2 横浜市、橘樹郡、都筑郡、久良岐郡

神奈川憲兵分隊 横浜市高島町 51 7 横浜市（神奈川町、千若町、青木町、浅間町、

岡野町、高島町、子安町、平沼町、尾張屋町、

西平沼町、宝町、大野町、林町、山ノ内町、

星野町、橋本町、仲町、材木町）橘樹郡

東神奈川分遣所 横浜市神奈川町 20 3

横浜駅分遣所 横浜市内田町 20 3

保土ヶ谷分遣所 橘樹郡保土ヶ谷町 21 —

横浜憲兵分隊 横浜市花園橋通 78 8

横浜市（神奈川及び根岸憲兵分隊の管轄区域

を除く地域）

日本橋分遣所 横浜市南吉田町 21 3

戸部町分遣所 横浜市伊勢町 20 3

御産宮分遣所 横浜市南吉田町 20 3

根岸憲兵分隊 横浜市根岸町 51 6 横浜市（元町、上野町、諏訪町、千代崎町、

山元町、山手町、本牧町、北方町、根岸町、

中村町、磯子町、瀧頭町、岡村町、大岡町、

蒔田町、堀之内町）久良岐郡

前田橋分遣所 横浜市元町 21 6

本牧分遣所 横浜市本牧町 20 3

堀之内分遣所 横浜市堀之内町 20 3

合計 378 50 １市３郡

※「東京憲兵隊並臨時増置憲兵隊配置及憲兵分隊管区表」（1923 年 10 月 25 日、陸軍省令第 31 号）及び「憲兵司令部東京憲兵隊並増置

憲兵隊配置定員表」（『東京震災録』前輯、東京市役所、1926 年、所収）より作成。
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●横浜憲兵隊の創設 ●横浜憲兵隊の創設

一
〇
月
中
に
罹
災
地
の
憲
兵
の
数
は
一
気

に
増
加
し
、
新
た
に
「
憲
兵
隊
」
単
位
の
部

隊
も
編
成
さ
れ
る
。
神
奈
川
県
内
で
は
横
浜

憲
兵
隊
の
他
、
藤
沢
や
小
田
原
に
も
憲
兵
隊

が
新
設
さ
れ
、
既
存
の
横
須
賀
憲
兵
分
隊
は

藤
沢
憲
兵
隊
の
指
揮
下
に
入
っ
た
。
一
一
月

一
六
日
、
戒
厳
令
の
適
用
解
除
と
と
も
に
、

陸
軍
部
隊
の
大
部
分
は
罹
災
地
か
ら
撤
収
す

る
が
、
増
加
し
た
憲
兵
は
そ
の
ま
ま
残
り
、

治
安
維
持
活
動
を
継
続
す
る
。
こ
の
よ
う
に

関
東
大
震
災
を
契
機
に
憲
兵
は
存
在
感
を
増

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
横
浜
憲
兵
隊
の
常
設
化

一
九
二
四
（
大
正
一
三
）
年
三
月
二
日
の

『
横
浜
貿
易
新
報
』（
以
下
、『
横
貿
』）
は
横

浜
憲
兵
隊
の
順
次
縮
小
を
報
じ
、
四
月
以
降

は
本
部
と
一
個
分
隊
に
な
る
と
伝
え
た
。
三

月
五
日
に
は
一
部
の
撤
収
が
始
ま
り
、
横
浜

停
車
場
で
は
多
く
の
官
民
が
引
き
揚
げ
る
憲

兵
を
見
送
っ
た
他
、
市
内
の
家
々
は
国
旗
を

掲
揚
し
て
敬
意
を
表
し
た
（『
横
易
』
三
月

六
日
）。
一
方
、
青
木
町
な
ど
市
内
二
一
ヶ

町
の
代
表
者
は
三
月
一
一
日
に
憲
兵
隊
本
部

を
訪
問
し
、
神
奈
川
方
面
の
警
備
継
続
を
陳

情
す
る
（『
横
易
』
三
月
一
二
日
）。
憲
兵
は

治
安
維
持
活
動
を
通
じ
て
市
民
の
信
頼
を
獲

得
し
た
よ
う
で
あ
る
。
憲
兵
の
撤
収
作
業
は

県
内
各
地
で
進
め
ら
れ
、
連
日
、
新
聞
に
は

慰
労
行
事
の
様
子
が
報
じ
ら
れ
た
。

三
月
三
一
日
、
管
区
・
配
置
表
が
改
正
さ

れ
、
横
浜
憲
兵
隊
は
横
浜
憲
兵
分
隊
と
横
須

賀
憲
兵
分
隊
を
指
揮
下
に
置
い
た
。
ま
た
、

市
内
の
分
遣
所
は
縮
小
さ
れ
、
日
本
橋
、
神

奈
川
、
本
牧
の
三
ヶ
所
の
み
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
七
月
二
四
日
に
は
残
っ
た
分
遣
所
も
廃

止
さ
れ
、
市
内
の
憲
兵
施
設
は
横
浜
公
園
内

（
花
園
橋
通
）
の
本
部
庁
舎
に
集
約
さ
れ
た
。

八
月
一
五
日
、
横
浜
憲
兵
隊
は
常
設
の
部

隊
と
な
り
、
そ
の
管
轄
区
域
は
山
梨
県
に
も

拡
大
、
既
存
の
甲
府
憲
兵
分
隊
は
横
浜
憲
兵

隊
の
指
揮
下
に
入
っ
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、

一
二
日
に
は
憲
兵
隊
本
部
で
部
隊
の
完
結
式

が
行
わ
れ
、
横
浜
憲
兵
隊
は
新
た
な
門
出
を

迎
え
た
。
新
聞
記
者
の
取
材
を
受
け
た
横
浜

憲
兵
分
隊
長
の
三
谷
清
大
尉
は
、
新
庁
舎
の

建
設
や
軍
人
相
談
所
の
開
設
、
戦
傷
病
者
の

救
済
事
業
な
ど
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
抱
負

を
語
っ
て
い
る
（『
横
浜
毎
朝
新
報
』
一
一

月
一
五
日
）。
横
浜
市
は
憲
兵
隊
の
設
置
に

よ
っ
て
再
び
神
奈
川
県
に
お
け
る
憲
兵
行
政

の
中
心
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
六
月
二
九

日
、
宮
川
町
三
丁
目
に
新
庁
舎
が
完
成
し
、

憲
兵
隊
の
業
務
は
本
格
化
す
る
。
同
庁
舎
は

一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
九
月
一
日
に
山

下
町
六
九
番
地
に
移
転
す
る
ま
で
本
部
と
し

て
使
用
さ
れ
、
そ
の
後
も
憲
兵
の
分
駐
所
と

し
て
敗
戦
ま
で
機
能
し
続
け
た
。
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宮川町3丁目・横浜憲兵隊の正面玄関（横浜市史資料室所蔵）

横浜憲兵隊の中庭・乗馬中の憲兵（有吉家寄託資料、横浜開港資料館保管）

野毛山から見た横浜憲兵隊（横浜市史資料室所蔵）




